
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

長年にわたり河川敷での清掃、草刈り等河川愛護活動に努め、その功績が特に顕著で 

あった団体を表彰します。 

その伝達式を下記により行いますのでお知らせします。 
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１ 日 時 

    令和２年６月 24 日（水）午前 10 時 00 分から 

 

 

 ２ 場 所 

    須坂建設事務所 所長室 

 

  

３ 受賞団体名 

    幸高町河川愛護会 

 

 

 

 

 

 ○公益社団法人日本河川協会の河川功労者表彰について 

   昭和 46 年 10 月に規定が制定され、河川文化の発展、河川の整備事業の推進、 

  水防活動、河川愛護活動、河川に関する研究等に功績があった個人・団体に対し 

  表彰しています。 

   当所管内では、昭和 52 年に須坂市の中島町百々川河川愛護会様が初めて表彰さ 

  れ過去に 16 団体が受賞しており、今回で８年連続、17 団体目となります。 

 

長野県（須坂建設事務所）プレスリリース  令和２年（2020 年）６月８日 

 

令和２年河川功労者表彰の伝達式を⾏います 

須坂建設事務所 維持管理課 管理係 
（課長）西山 広一  （担当）丸山 久昭 
電 話  026-245-1671（直通） 
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E-mail  suzakaken-ijikanri@pref.nagano.lg.jp 


